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午後１時31分開議

○佐藤雅司委員長 それでは、ただいまから

第４回経済常任委員会を開会いたします。

まず、本日の委員会に２名の傍聴の申し出

がありましたので、これを認めることにいた

しました。

また、本日は、執行部からの申し出により

県庁内プロジェクトチームの出席があってお

りますが、お手元に配付しております配席表

のとおり、本委員会に初めて出席をされるメ

ンバーがおられますので、自席から自己紹介

をお願いいたします。

それでは、総合政策局秘書課政策調整室長

から順にお願いをいたします。

（総合政策局秘書課政策調整室長～企業

局荒瀬ダム対策室長の順に自己紹介)

、 、○佐藤雅司委員長 それでは 本日の議題は

今後の荒瀬ダム対策についてでございます。

９月に開催をいたしました第３回委員会にお

きまして、ダム存続と撤去それぞれに必要な

費用の一定が示されたところでございます

が、その内容を検証、検討するため、10月１

日に県庁内プロジェクトチームが設置をされ

ました。

このたび――ＰＴと申し上げますが、ＰＴ

から、撤去、存続、開門調査について、コス

ト面、地域への対応策、環境面への影響など

の検証、検討結果報告書が提出されたところ

でございますが、当委員会におきましては、

検討されている今後の荒瀬ダム対策について

執行部からの説明を受け、審議する必要があ

ると考え、委員会を開催することにいたしま

した。

それでは、執行部からの説明を受けたいと

思いますが、質疑は説明の後に受けたいと思
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います。

まず、上野企業局長から総括説明を行い、

続いて中園総務経営課長から説明をお願いい

たします。

○上野企業局長 委員会を開催していただく

に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げま

す。

委員の皆様方には、衆議院の解散など政局

の慌ただしい中、荒瀬ダム対策について、急

遽経済常任委員会を開催することになり、大

変申しわけございません。

荒瀬ダムの撤去、存続等につきましては、

知事が判断を行う場合の基礎となります資料

の充実を図るため、先ほど委員長がおっしゃ

られたとおり、10月１日、部局を超えた構成

メンバーから成ります荒瀬ダムについての庁

内プロジェクトチームを設置いたしました。

本日は、１カ月余り検討してまいりました

ダムの撤去、存続及び開門調査におきます諸

課題等について、検討結果がまとまりました

ので、委員の皆様方に御報告申し上げます。

詳細につきましては総務経営課長から御説

明いたしますので、どうかよろしく御審議を

いただきますようお願い申し上げます。

○中園総務経営課長 では、座って説明させ

ていただきます。

今年６月４日の知事の荒瀬ダム撤去方針の

凍結の発表以来、今日まで議会では、６月と

９月の両議会の本会議あるいは経済常任委員

会やそのほかの常任・特別委員会でも、凍結

の是非について種々議論がなされたところで

ございます。また、地元八代市では、去る11

月６日に、知事の旧坂本村民からの意見聴取

を含め、５回の説明会を開催しました。そし

て、これまで、漁協、土地改良区、環境団体

などの各種団体からの意見や要望、多くの県

民からの意見や投書、マスコミの寄与等、各

方面から反響があったところでございます。

知事が、12月までに荒瀬ダムの撤去か存続

を判断されるのを前にして、本日は、６月、

９月の経済常任委員会で委員の皆様方から御

意見や質問などありました点を踏まえ、庁内

プロジェクトチームが検証した結果を中心に

、 。御説明し 御意見をいただきたいと思います

これまで、委員会の皆様方の御意見や八代

市民や各種団体の意見、そしてＰＴの報告等

を踏まえ、知事が総合的に存廃の判断をされ

るものでございます。

なお、庁内プロジェクトチームのことでご

ざいますが、資料２のＰＴ報告の概要の表紙

に設置目的が説明してございます。

知事が荒瀬ダムの存廃の判断を行う際の基

礎資料を作成し、整理し、報告するために設

置されたものでございます。

ＰＴは、企業局と政策調整室、財政課、河

川課の職員で構成されておりますが、環境生

活部や農林水産部などの関係課とは随時意見

交換をしておりまして、ＰＴ報告書にも意見

が反映されております。なお、このＰＴ報告

書は、本日午前中に知事へ報告をいたしてお

ります。

きょうは、その報告の概要を私の方で説明

させていただきます。

資料１から説明に入りますけれども、お手

元に正誤表がございます。間違いがございま

したので、訂正のほどをよろしくお願いいた

します。

では、資料１の荒瀬ダム庁内ＰＴ報告の主

な内容について御説明をさせていただきま

す。

まず、１のコスト検証でございますが、企

業局が試算した資料をＰＴが検証したとこ

ろ、撤去の場合19億7,000万円が、存続の場

合７億2,000万円が増額すると試算をしてお

ります。

具体的には、撤去の場合、護岸補修で８億

6,000万円が、浸水対策で11億1,000万円が新

、 、たに必要となり 総事業費が91億8,000万円
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21年度以降の支出額は71億2,000万円、実質

負担額は68億9,000万円となっております。

存続の場合、浸水対策として７億2,000万円

が新たに必要で、総事業費、今後の支出額は

ともに87億3,000万円、実質負担額は16億円

となります。

撤去と存続の場合の実質負担の差というの

は約53億円でございまして、存続の方が約53

億円県民負担が少ないというものでございま

す。

次に、２の電気事業会計の見通しでござい

ますが、試算したところ、撤去の場合、23年

度以降内部留保資金が不足し、総額で28億円

の一般会計からの投入が必要と試算をしてお

ります。存続の場合、総括原価方式の適用で

安定的な経営が可能でございまして、今後内

部留保資金が確保されるために、一般会計へ

は10年間で最高16億円の寄与が可能と考えて

おります。

次に、３の開門調査でございますが、河川

法上、発電を前提にした水利権の更新をした

上で開門調査を行うものとしており、その結

果、今後、国交省との協議、九電との契約変

更の協議など、解決すべき困難な課題が多い

と検証をしております。

なお、開門調査の後に撤去、存続に移行す

る場合、開門調査したことで調査費用あるい

はメンテナンス費用などが必要で、内部留保

資金が現時点より減少した状態でスタートす

るということになります。

次に、４のその他でございますが、環境や

水産業への影響については、ダムは環境等へ

負荷をかけておりますが、その影響を定量的

に把握することは難しい、撤去、存続にかか

わらず、これまで以上に配慮すべきであると

しております。

さらに、地元からの代替橋などの要望は、

知事判断後、地元と調整を行うこととしてお

りまして、試算には盛り込んでおりません。

以上、主な内容について説明しましたが、

では資料の２を使って荒瀬ダム庁内ＰＴ報告

の概要を説明させていただきます。しばらく

時間がかかりますので、よろしくお願いいた

します。

まず、１ページでございます。

荒瀬ダムの存廃における諸課題でございま

す。

１のコスト検証でございますが、これはあ

くまでも現段階の見込み額でございまして、

今後、関係団体との協議により、対応と費用

に若干の変更があるものと見ております。

まず、左側の撤去でございますが、６月の

委員会でお示ししました企業局の試算は、総

事業費で72億1,000万円、21年から30年まで

の残事業費が51億5,000万円と見ておりまし

たが、ＰＴの検証では、護岸補修対策に８億

6,000万円、浸水被害軽減対策に、砂れき除

去で３億9,000万円、道路かさ上げで７億2,0

00万円、合計11億1,000万円が増加見込みと

いうふうに見ておりまして、両者をプラスし

たところ19億7,000万円が増額するというこ

とで、総事業費が91億8,000万円、残事業費

が71億2,000万円と検証いたしております。

次に、右の存続でございます。

これは21年から30年度までのシミュレーシ

ョンでございますが、企業局の試算では、総

事業費、残事業費ともに80億1,000万円とし

ておりますが、ＰＴの検証では、浸水被害軽

減対策として道路かさ上げに７億2,000万円

が加わることで、総額、残事業費ともに87億

3,000万円ということになります。

次に、２ページをお願いします。

実質的に負担する額でございますが、これ

は総括原価に含まれない経費の合計額でござ

います。

撤去でございますが、企業局の考え方とし

ては、発電をやめた後の撤去関連費用は、当

然総括原価の対象とならないということでご

ざいますが、21年度分につきましては、九電

との間に２億3,000万円が総括原価に含まれ
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るということになっております。

６月の試算で、実質的に負担する額は49億

2,000万円としておりましたが、ＰＴの検証

、で19億7,000万円の追加工事が必要なために

合わせて企業局が実質的に負担する額は68億

9,000万円でございます。

次に、右の方の存続でございます。

企業局の考え方としましては、９月の委員

会で御説明しましたように、設備更新、管理

対策費用の71億3,000万円は、これは売電料

金で返ってくる、総括原価に含まれると説明

いたしました。実質的に負担する額は８億8,

000万円でございます。なお、九電との基本

契約につきましては、現在締結に向けて交渉

中でございます。

実質的に負担する額８億8,000万円に、新

、たに追加される費用７億2,000万円を含めて

企業局が実際に負担する額は16億円と検証い

たしております。

この撤去と存続の実質負担額の差は53億円

、 、というふうに見ておりまして 存続の場合が

先ほど申しましたように、53億円県民負担が

少ないというふうに見ております。

次に、３番の特に検証が必要な対策、これ

には護岸と浸水がございます。

まず、護岸でございます。

、 、撤去の場合 企業局の考え方としましては

これまで護岸補修が必要な箇所の補修を実施

しております。2,334メートル、73カ所を３

。 、億5,000万円で実施済みでございます なお

今後撤去によって流水状態になることで護岸

、 、の侵食が進行し そのために予防措置として

撤去完了時までに河岸崩壊防止対策の実施が

、 、必要と見ておりまして 延長2,000メートル

５億3,000万円で実施することとしておりま

す。

それについてＰＴが検証したところ、企業

局の試算では、比較的安価なコンクリート張

り工法を採用しておりまして、施工性、安全

性等を考慮すると、アンカー、石張り工の工

法を採用すべきであると判断しております。

これにつきまして、資料３の本編の16ペー

ジをごらんください。

上の方に、企業局の補修工法とＰＴの検討

工法が載っております。これだけ手厚くアン

カーを打ってきちっと施工すべきであるとい

うことでございます。それに、一部追加箇所

がございまして、ＰＴの予算では13億9,000

万円かかるということで、８億6,000万円の

追加増額でございます。

次に、存続でございます。

これに対しましては、企業局の考え方とし

ては、継続的に護岸補修を実施していく考え

で 21年度分は350メートル ８カ所を２億3,、 、

000万円で施工するということにしておりま

す。

これは、ＰＴの検証は、おおむね妥当と判

断をしております。

次に、３ページをお願いいたします。

浸水でございます。

企業局の基本的な考え方としましては、荒

瀬ダムの貯水池上流の貯水池内の堆砂等の影

響等もございまして、毎年のように道路の冠

水等の浸水被害が発生しております。これま

で家屋のかさ上げ45戸を実施しております。

特に、企業局としましては、撤去する場合、

防災対策として堆砂除去の費用は計上してお

りません。ただ、下流への治水環境対策とし

て、土砂を10万立米除去することといたして

おります。

ＰＴの検証でございますが、87万立米の堆

砂のうち、先ほど言いました10万立米を、撤

去工事に入る前までに５万立米、撤去期間中

、 、に５万立米 合わせて10万立米除去した後に

残量の77万立米につきましては自然流下の考

えでございましたが、自然流下することによ

って、30年かけて建設前の水位に戻ると想定

をしております。

ただ、洪水が起こった場合、そういう考え

であれば50センチしか水位が下がらないとい
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うことで、今後自然流下完了までの暫定防災

対策を実施する必要があるということで、堆

砂の除去を６万立米すべきであると、あるい

は道路のかさ上げが必要ということで、堆砂

除去に３億9,000万円、道路かさ上げ費用に

７億2,000万円と見ておりまして、11億1,000

万円が新たに必要というふうに検証いたして

おります。

右の存続でございます。

企業局としましては、防災対策として、堆

砂除去を今後10年で17万立米行う予定で、費

用が10億6,000万円でございます。

これに対して、ＰＴの検証結果、道路、宅

地のかさ上げが必要ということで、プラス７

。億2,000万円の費用の増額があっております

次に、４ページをお願いいたします。

環境等への影響でございます。

球磨川、八代海への影響でございます。

撤去の場合ですが、企業局の考え方では、

球磨川への影響と対策につきましては、環境

の予測、これはダム下流への影響はほとんど

ないと見ております。また、土砂流下でござ

いますが、撤去する場合、５年後あるいは50

年後、下流にある遥拝堰を通過する土砂量は

２％から６％の増加というふうに予測をして

おります。

また、生物その他でございます。

生物の一部は消滅する可能性があり、瀬と

ふちが復元することによって植生等にも変化

があると予測をしております。

対策としましては、環境保全措置あるいは

環境を低減するための措置を行う。また、さ

らに環境モニタリングを実施する。そのため

には、ここに書いてありますように、技術専

門委員会あるいはモニタリング連絡調整会議

を設置する予定でございます。

、 。次に 八代海への影響と対策でございます

影響の予測でございますが、荒瀬ダム撤去

に伴う変化は、上流の瀬戸石ダム堤体、下流

の遥拝堰までの流水区間と予測をいたしてお

ります。

対策としまして、平成22年度まで、除去し

た砂れきを覆砂事業に使うこととしておりま

す。

ＰＴの検証でございますけれども、おおむ

ね妥当であると、十分な配慮が必要というふ

うに検証いたしております。

次に、存続の場合でございます。

球磨川への影響と対策でございますが、ま

ず影響でございます。

水質、底質ともに環境基準内というふうに

とらえております。

淡水赤潮、アオコの発生あるいは異臭につ

きましては、球磨川本流、支流やダム貯水池

内での発生を確認いたしております。

、 、 、対策としましては 淡水赤潮 アオコ対策

底質改善等のために泥土を除去することとい

たしております。また、アオコにつきまして

は、物理的に除去をするというふうにしてお

ります。

、 、また 環境改善に向けた放流としましては

現在維持放流を毎秒２トンいたしております

けれども、その量をふやし、赤潮が発生する

予想ならば、さらに放流をすることといたし

ております。

また、環境モニタリングを実施する。その

ためには、技術検討委員会あるいは管理環境

対策協議会を設置予定でございます。

、 。次に 八代海への影響と対策でございます

影響でございますが、汚濁負荷につきまし

ては、ＢＯＤ、ＣＯＤともに一般的な変動範

囲内と見ております。

また、干潟と土砂供給でございますが、干

潟の減少、これはダムが影響するというのは

、 、当然認識をしておりますが そのほかに干拓

砂利採取などが要因との指摘もございます。

海域環境への影響の程度は、現段階では不明

ということでございます。

なお、赤潮につきましては、荒瀬ダムとの

関係につきましては、現在ある情報では判定
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できないというふうに考えております。

次に、対策でございます。

ダム貯水池内の管理・環境対策の強化ある

いは下流への土砂供給の方策の検討、また、

先ほどから言っておりますように、砂れきは

覆砂事業に使うことといたしております。

ＰＴの検証でございますが、ダム等が河川

や海域環境に何らかの負荷をかけていること

は否めないということで、これまでの各対策

の実施とあわせて、各調査あるいは監視等を

実施する必要があるというふうに見ておりま

す。

また、下流域でのデータ収集、分析につい

ては、環境部局との連携が必要というふうに

検証をいたしております。

次に、５ページをお願いします。

水産業への影響でございます。

まず、左側の撤去でございます。

球磨川の漁業への影響でございますが、撤

去することによって、アユの生息場の拡大等

によりアユの資源量が増加すると予測されて

おりますけれども、定量的に把握することは

。 、困難であるというふうに見ております また

工事の実施期間中、濁水発生の予防策等の対

応が必要というふうに見ております。

なお、現在、球磨川漁協に業務委託をして

いる球磨川産の稚アユの採捕放流事業あるい

は種苗の補殖放流事業等につきましては、荒

瀬ダムの存在が前提でございますので、基本

的には廃止の方向でございます。

なお、ＰＴの検証としましては、企業局の

考えはおおむね妥当であると判断しておりま

す。なお、河床等の状況の変化がアユへどの

ように影響を与えるかについては、確認しな

がら対応することが必要というふうに検証し

ております。

次に、八代海の漁業でございます。

先ほど申しましたように、荒瀬ダム撤去に

伴う変化は、主に流水区間までと予測してお

ります。砂れきにつきましては、覆砂事業に

使うことといたしております。

ＰＴの検証でございますが、ダム撤去の海

域環境への影響を定量的に把握することは困

難であるというふうに見ておりますが、長期

的に見れば、砂が自然流下し、良好な干潟が

河口域に形成され、アサリ等の成育等に好影

響を与える可能性があるというふうに検証い

たしております。

次に、存続の場合でございます。

球磨川の漁業でございますが、ダムの内水

面の漁業への影響の程度を定量的に行うこと

は困難であると見ております。なお、ダムが

アユの遡上等に影響を与えているのは事実と

いうふうに確認をしております。

また、これまでは、荒瀬ダム建設時の漁業

補償契約で、球磨川漁協へ損害補償を実施し

。 、 、ております また 先ほど申しましたように

球磨川漁協に業務委託をいたしております。

なお、現在、アユの降河時期に合わせた水

位低下期間の延長あるいは球磨川漁協で取り

組む放流尾数の数をふやしたり、生息場等の

造成への支援を検討中でございます。また、

下流への土砂の供給方策を検討することとい

たしております。

ＰＴの検証でございますけれども、存続に

つきまして、これまでの対策に加えて、現在

検討中の対策を実行することは有効であると

いうふうに検証いたしております。

次に、八代海の漁業でございます。

ダムによる環境負荷の海域での水産業への

影響を定量的に行うことは困難であるという

ふうに見ております。また、先ほどから申し

ておりますように、これまでの対策としまし

ては、平成22年度まで除去した砂れきの覆砂

事業に使っております。

今後の対策としましては、覆砂事業の継続

を検討する予定でございます。また、下流へ

の土砂の供給についても、今後方策を検討す

ることといたしております。

八代海への漁業のＰＴの検証でございます
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が、ダムが河川等に何らかの負荷をかけてい

ることは否めない、今後とも、これまでの対

策を継続していく必要があるというふうに検

証いたしております。

では、６ページをお願いいたします。

その他でございます。

、 。まず １の地域からの要望等でございます

撤去の場合、代替橋、井戸がれ、消防水利

につきまして八代市から要望があっておりま

すが、企業局としましては、ダムがあること

による反射的利益として、対策の必要はない

との考えでございます。なお、今後、ダム撤

去に係る地域対策検討協議会等を設置して、

その必要性について検討するということにな

っております。

代替橋につきましては、仮に架橋した場合

は20億円、井戸がれの場合は最大で２億円、

消防水利の場合は最大で６億円の事業費を要

すると想定いたしております。

、 、ＰＴの検証でございますが 知事の判断後

必要に応じて地元と協議を行う必要があると

いうふうに検証をいたしております。

次に、右の方の存続の場合でございます。

、 、 。低周波 騒音 振動への対応でございます

昭和52年に、荒瀬ダムの周辺地域の住民か

ら振動に関する苦情がございまして、それを

発端として52年から59年にかけて調査をして

おります。

これは低周波による空気振動ということが

判明いたしましたけれども、平成８年に、荒

瀬ダム放流に伴う低周波振動に関する覚書を

、 。 、締結して 迷惑料を支払っております なお

その後、平成15年に、地域住民の１人から調

停申立が起きておりましたが、これは不成立

に終わっております。

なお、現在、企業局では、管理対策の一環

として低周波、騒音、振動に関する実態調査

を実施してございます。

ＰＴの検証としては、その結果を踏まえて

検討が必要というふうにしております。

次に、水利権でございます。

撤去の場合でございます。

現在の水利権が平成22年３月31日まででご

ざいますけれども、ダムを撤去するとなりま

すと、河川法31条に基づく工作物の用途廃止

届を提出する必要がございます。その後は、

速やかに原状を回復するために、26条に基づ

く工作物の除却申請を行うことが必要でござ

います。

次に、存続でございます。

水利権の更新に際しての許可の手続は、河

川管理者である国交省との協議によるものと

しております。

企業局としましては、地元の八代漁協ある

いは球磨川漁協に対して、水質対策及び環境

対策等を丁寧に説明して、理解を得られるよ

うに努めていく考えでございます。

ＰＴとしましては、おおむね妥当と判断を

いたしております。

では、次に７ページをお願いいたします。

電気事業会計の今後の見通しでございま

す。

撤去の場合でございます。

企業局の基本的考え方でございますが、６

月の委員会の折に説明しておりますけれど

も、21年から29年にかけて、７発電所からの

収入を計上しております。現在、藤本発電所

を含めて８発電所がございますが、７発電所

からの収入を計上しております。

現在、20年末現在で53億円の内部留保資金

がございますが、一部額を除いた額を計上し

た上で、26年度以降資金不足が生じ、最終的

には枯渇する見込みということでございまし

て、電気事業の経営継続は困難と判断をいた

しております。

次に、ＰＴの検証でございます。

今後、撤去にどれだけの資金が投入可能な

のか、あるいはその場合、電気事業全体の収

入がどうなるのか、さらには、一般会計から

の支援の必要性はあるのかという点について
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検証を行っております。試算期間は21年から

30年でございます。この費用には、先ほどの

19億7,000万円増額した費用が含まれてござ

います。

この試算で、最も今までの私たち企業局と

の考え方が違うのは、将来の設備更新に備え

て確保しておくべき損益勘定留保資金、これ

は７発電所分で22億円ございます。この20年

度末の53億円の内部留保資金から、この７発

電所分の損益勘定留保資金を除いた額を前提

にしてはじいた結果、10年間で28億円が不足

するというふうに見ております。７発電所分

は、当然みずからの設備更新に備えてとって

おくべきということで、撤去費用から除外し

ておく考え方でございます。

ＰＴの検証では、10年後で28億円不足する

というように見ております。

次に、右の方の存続でございます。

企業局の考え方、これは９月の委員会にお

示ししたとおりでございます。

21年から30年までの10年間のシミュレーシ

ョンでございまして、全８発電所からの収入

を計上しております。

内部留保資金の推移から、10年間で最低で

も17億円の内部留保資金が確保されるという

ふうに見ておりまして、今後の電気事業の経

営は安定的な継続が見込まれるというふうに

しております。

次に、ＰＴの検証でございます。

ＰＴでは、存続した場合の電気事業全体の

内部留保資金の推移を試算することによっ

て、安定した経営を継続しながら、一般会計

への寄与可能額をどれだけ確保できるかにつ

いて確認、検証を行っております。

済みません、この本編の64ページをお願い

いたします。

これは継続した場合の内部留保資金の推移

をお示ししております。

これは42年までの22年間の試算をしており

ますけれども、内部留保資金、これは最大で

平成42年に58億円ということになっておりま

す。

この内部留保資金の内訳でございますけれ

ども、真ん中に損益勘定留保資金、法定利益

、 。積立金 任意積立金という表現がございます

ＰＴでは、この任意積立金をクローズアップ

しまして、８ページの資料の右側の存続のと

ころに抽出しております。

シミュレーションが平成21年から30年まで

の10年間でございますので、平成30年でこの

任意積立金が最大で16億円ということになり

ます。ＰＴでは、この任意積立金を一般会計

への寄与可能額というふうに見ておりまし

て、最大で16億円積み上げることができると

いうふうに検証をいたしております。

この決算の中身については、ちょっと今回

は説明は省略させていただきます。

では、９ページをお願いいたします。

開門調査における諸課題でございます。

開門調査でございますけれども、一応項目

としまして、法的な整理、機器の耐用性、九

州電力との契約、費用の負担、その他井戸が

れ、消防水利、瀬戸石ダムとの調整というこ

とで整理してございます。

まず、１番の法的な整理でございますけれ

ども、水利権更新を行わなければ現行の水利

権が失効しますので、その場合は、ダムは河

川内の不法占用物の状態ということになりま

す。したがって、開門調査をする場合でも、

現行水利権の更新が前提というふうに見てお

ります。その際、水利使用目的である発電に

役に立つ行為としての調査を行う必要がござ

います。単に放置することは許されないとい

うように見ております。

また、調査の有効性を確保するためには、

最低でも２年間の開門が必要であると、前後

の検討あるいは検証期間を含めて計６年間が

必要というふうに見ております。その場合で

も、調査をしても開門と調査結果との因果関

係が解明できるかどうかは不明というふうに
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見ております。

次に、機器の耐用性でございます。

水車とか発電機等の機器につきましては、

平成14年以来、撤去を念頭にしておりました

ので、更新を行わなかったためにかなり老朽

化が進んでおります。６年間の調査で、機器

を更新せずに発電を行うことは困難であると

いうふうに見ております。

次に、九電との契約でございますが、九電

との交渉中の基本契約でございますが、開門

調査により一定期間発電を行わないとなれ

ば、基本契約の諸条件とのそごが生じて、藤

本発電所が基本契約から除外される可能性が

高いというふうに見ております。

また、費用の負担でございます。

試算の前提としまして、先ほど申しました

ように、６年間の期間といいますか、事前に

発電をしながら２年間開門調査した後に、さ

らに事後調査、分析のために２年間の発電を

しながらの調査を考えております。

調査の実施に当たりましては、最小限必要

とされる経費として、環境調査費として２億

1,000万円、工事費として４億5,000万円、６

億6,000万円を考えておりますが、そのうち

の３億6,000万円につきましては電気料金で

回収できるために、実質的な負担額は３億円

というふうに見ております。

また、開門調査期間中に、必要最小限の護

岸補修として3,000万円、浸水対策費として1

5億1,000万円を見ておりまして、合わせて15

億4,000万円のうちに９億8,000万円が実質負

担額ということで見ておりまして、合わせて

12億8,000万円が実質的に負担する額という

ように見ております。さらに、２年間発電で

きないことによる減収として14億円を見てお

ります。合わせて26億8,000万円が電気事業

会計に影響を与える額というように見ており

ます。

開門調査を行った後に撤去、存続へ移行す

る場合、この場合、調査によって調査費用あ

るいはメンテナンス費用等がかかっておりま

すので、内部留保資金が減額しております。

その時点からの撤去あるいは存続への移行と

いうことになるということでございます。

次に、その他の井戸がれ、消防水利、瀬戸

石ダムとの調整でございます。

今後、必要に応じて地元あるいは電源開発

と十分協議する必要があるというように考え

。 、ております 井戸がれの場合は約6,000万円

あるいは消防水利の場合は約１億2,000万円

の費用がかかるというように見ております。

また、瀬戸石ダムとの関連では、警報体制を

整備するために約１億2,000万円の負担が必

要であるというように見ております。

では、最後のページ、10ページをお願いい

たします。

総括でございます。

これは何度も説明いたしておりますけれど

も、撤去の場合は19億7,000万円の追加が必

要となるために、総事業費は約91億8,000万

円、実質負担額は68億9,000万円と試算をい

たしております。なお、内部留保資金につき

ましては、ピークの平成29年には28億円が不

足するために、一般会計からの投入が必要と

試算をしております。

存続の場合は、７億2,000万円の増額があ

りまして、総事業費が87億3,000万円、実質

負担額は16億円と試算をしております。この

場合は安定的な経営が見込まれますけれど

も、そのために一般会計への16億円の寄与が

可能というふうに試算をいたしております。

開門調査につきましても、まず水利権の更

新が前提であるというふうに見ております。

、 、 、 、次に 環境 水産業につきましては 環境

水産業への影響については、ダムが負荷をか

けていることは否めないということでござい

ますが、定量的に把握することは困難である

というふうに見ております。撤去、存続にか

かわらず、できる限りの配慮が必要というふ

うに見ております。
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以上でございます。

○佐藤雅司委員長 以上で執行部の説明が終

了いたしましたので、質疑を受けたいと思い

ます。質疑はありませんか。

○鎌田聡委員 今回ＰＴの報告ということで

出されましたけれども、撤去費用が――まあ

撤去も存続も費用がまた増額になっておりま

す。特に撤去費用、撤去決定時が60億円です

か、数カ月前までは72億円、今回は91億円と

いうことで、数字が非常に短い期間でこれだ

けやっぱり変わってきているということは、

そもそもの数字がどういった計算をやってい

たのかというふうに、そういった少し疑念を

非常に持っています。

２回前ぐらいの委員会で聞いたと思うんで

すけれども、民間コンサルじゃなくて、企業

局職員がきちんと積算をやって72億円という

ふうに出てきたと言われましたけれども、今

回はどこのだれがやったんですか、この数字

は。

○中園総務経営課長 10月１日に知事から、

庁内のプロジェクトチームの設置がございま

して、その中には財政課職員、あるいは河川

課の職員、あるいは調整室の職員ということ

で、いろいろ非常に専門的な分野に強い人間

が入っておりまして、その結果、私どもの６

月あるいは９月にお示ししました内容をさら

に精査した結果、特に撤去につきましては、

護岸であるとかあるいは浸水対策が必要とい

うふうに入れた結果、19億7,000万円の増額

があったということでございます。

○鎌田聡委員 さらに専門家を加えたら額が

ふえたということで、それも非常にまた短い

期間ですよね、10月からやられていて。さら

に、またそのメンバーが変わってくれば額が

変動していく可能性もあるんじゃないかなと

いうふうに思われかねないと思うんですよ

ね。また、期間がたって、見る目が変われば

数字が変わっていくんじゃないかなというふ

うに思いますけれども、ちょっとそういうこ

とを言っていてもあれですから、まず、今言

われました、撤去の場合の護岸補修費８億6,

000万円ですか、これはページ数でいくと概

要版の広いやつの２ページ目、撤去する場合

に、非常に水位が低下して流水状態になるた

めに、想定される崩壊防止対策の実施が必要

ということで、これは河川の専門家が判断さ

れたのかどうかわかりませんけれども、もと

もと撤去を前提とした検討委員会の中では何

回か意見が出されていたというふうに聞いて

います。

ただ、出されていても、専門委員会では、

もう特に心配されてなかったということで、

そこの必要性が撤去の検討委員会では議論を

されていないというふうに聞いていますけれ

ども、なぜ今回こういったやつが出てきたん

でしょうか。

○福原工務課長 護岸の補修に関しまして

は、水位低下設備をつけて、その後に水位を

低下したところで状況を見ながら、撤去の段

階にあわせて道路管理者だとか河川管理者と

現地を調査した上で、工法等をきちんと詰め

ていこうという考えを持っておりました。そ

の前に、今出してありますのは、これまでの

工事の実績を踏まえまして、ダム貯水池の補

修というような形で積算をしているところで

ございました。

今回、ＰＴの方では、河川課等も入って、

専門家、河川管理者の立場、そういう視点か

ら見直したということで、補修よりも一歩進

んだ補強というような形で積算がされている

というところでございます。

○佐藤雅司委員長 そのあたり、河川課長、

いかがですか。
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○野田河川課長 護岸工の考え方でございま

すけれども、撤去によりまして、流速が撤去

前は大体３メーターから４メーターという流

速でございます。これが、撤去後、４メータ

ーから５メーターに流速が速くなるというこ

とになります。その変化は、ダム直上流付近

から与奈久付近の直線区間、この付近までが

非常に顕著であるというふうに予測されてお

ります。

現在の河岸が、あの天然河岸とか雑石積み

とか、ところによってはコンクリート張り工

というふうなことでございますけれども、そ

の流速が上がることによりまして、天然河岸

ないし雑石積み工の区間につきましては、現

状より非常に厳しい状況になるというふうな

ことで判断しております。

少なくともその影響があるというようなこ

とで、この天然河岸部分については、特に土

質的にも砂岩とか頁岩というふうなことを踏

まえますと、非常に撤去によりまして河岸が

露頭するということになりますと、基礎部の

洗掘とか、そういうことが助長されるという

ふうなことが想定されると判断しておりま

す。そのような中で、対策を変更し、もっと

強固なやつに変えたというようなことでござ

います。

○鎌田聡委員 撤去によって流速が変化し

て、先ほど補修よりも補強という観点からと

いうお話がありましたけれども、これが、じ

ゃあ即撤去したからすぐやらなければならな

。 、い工事じゃないと思うんですよね ですから

これが撤去費用に盛り込まれるのがどうかと

いうことと、これはやっぱり河川管理者は国

交省でしょう。これは、やっぱり撤去する際

には、ここまで県がやらなければならないと

いうふうになっているんですか。

○福原工務課長 撤去する場合には、できる

だけ予防策をとって、除却を完了して河川管

理者に引き継がなくちゃいけないということ

でございます。

○鎌田聡委員 それは河川管理者との協議の

上そうなった話なんですか。

○福原工務課長 今の話は、一般的に河川か

ら構造物を除いてもとに戻す、原形復旧する

場合にはそのようにしなさいということでご

ざいます。

○鎌田聡委員 一般例としてはそうかもしれ

ませんけれども、やはりそれは今後の国交省

との協議の中で詰めていくべき話だと思いま

す。特にお金がないという状況が言われてい

る中で、それは今後ぜひ詰めていっていただ

きたいと思いますが……

○上野企業局長 今、鎌田先生が質問された

件につきましては、平成14年当時、道路の護

岸、ここをどこまでやるかというのは、整備

局と八代河川国道事務所、それと企業局の方

で話し合いをしております。

その段階では、今回ふえる原因になってお

ります底流部、ここについては当時はわから

、 、ない部分がございましたので 国交省さんは

そこまでやっぱり工事からやるべきだという

主張でございましたけれども、それについて

は、はっきり言ってダムが堰堤がある以上見

えないから、そこについては、じゃあ将来そ

ういう時期になったときに再度話し合いまし

ょうということで整理しておりましたので、

14年当時はそこは除いて、それより上流部分

について、じゃあ企業局の方でやりましょう

ということで話がついておりました。したが

いまして、その14年当時の約束の実行という

のが、今回のＰＴで、水をずっと落とした段

階で下までやるという部分になっておるとい

うように私は解釈しております。
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○佐藤雅司委員長 平成14年当時ですね。

○上野企業局長 そうです。

○鎌田聡委員 その当時の話と、また、さら

にやっぱりこういった部分は国交省と詰めて

いっていただいて計上しないと、冒頭言いま

したように、また数字が変わったら非常に不

信感が出てまいりますので、その点はぜひ今

後詰めをお願いしたいと思います。

それと、撤去の場合、護岸の次の浸水被害

、軽減対策で11億1,000万増額をしていますが

撤去するのになぜ道路かさ上げとか家屋かさ

上げがこれは必要になって、この額が積み上

がったんでしょうか。

○福原工務課長 概要の３ページの方に、Ｐ

Ｔにおける確認、検証という欄がございます

けれども、そこの途中のところに「しかし、

ダム撤去直後においては、上流の鎌瀬地区付

近の水位は0.5m程度しか下がら」ないという

、 、ことが書いてありますが ダムを撤去しても

そして、そのときに10万立方メートルの土砂

を事前に取っておいても、鎌瀬地区において

は0.5メートル程度しか下がらないと。この

ときに、梅雨等の洪水等がございますと、道

路の冠水等の被害の発生のおそれがあるとい

うことで、撤去ではあるんですけれども、暫

定的にそういう道路のかさ上げ等の対策、そ

れに堆砂の除去、６万立方メートルですけれ

ども、ここの対策が必要だというふうに判断

したところでございます。

将来的には、水防災事業等の抜本的な治水

対策が行われればこういうことは必要ないん

ですけれども、今球磨川の水防災事業という

のは全体で42地区あるんですけれども、現在

11地区が完成して、現在６地区が工事中と。

25地区については、まだその施工自体も未定

ということがありまして、この鎌瀬地区も未

定の部分に当たりまして、じゃあそのまま放

っておいていいのかということから、ＰＴの

方では、暫定的なんですけれども、道路のか

さ上げと６万立方メートルの堆砂の除去とい

うのを計上したということでございます。

○鎌田聡委員 ダム撤去直後は50センチしか

下がらないにしても、撤去してしまってしば

らくすると下がっていくんでしょう。先ほど

の説明からいくと、水位が下がると、そのた

め護岸の工事が必要だという話でしたから。

暫定的に道路と宅地かさ上げに７億2,000万

かけるというのはどうかなと思うんですけれ

ども、それと、それが撤去のためにそれをや

らなければならないという事業じゃないと思

うんですよね、これは。これが撤去費用に加

わっているというのはどういう意味なんです

か。撤去しなくても――それは撤去しない方

が、このようにやっぱり浸水対策をやらんと

いかぬというふうにとらえますけれども。

○福原工務課長 今、鎌田委員の言われたと

おりでございまして、存続の方に対しても、

ＰＴの検討結果の方で道路のかさ上げという

のが計上されております。

もともと企業局の方では、浸水被害に対し

ましては家屋のかさ上げということでやって

おりました。国の方の、先ほど申し上げまし

た水防災事業につきましても、基本は家屋の

かさ上げで、道路につきましては、家屋に隣

接した道路の部分だけかさ上げして、後はも

との高さにすりつけるというのが一般的な対

策でございます。それで、企業局といたしま

しても、当初は家屋のかさ上げということで

対応してきたところでございます。

○鎌田聡委員 だから、撤去して、直後では

水位が下がらなくても、そういうように下が

っていくわけですよね。そこで、何で撤去費

用にこれが盛り込まれなければならないのか
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ということを。

○福原工務課長 済みません、今ちょっと言

葉が足りなかったんですけれども、３ページ

の先ほど読み上げたそのちょっと上の方に書

いてあるんですが、10万立方メートル取った

あと、残りの残量77万立方メートルは自然流

下させる考えということで、その次に括弧で

「以後、30年かけて建設前の水位に戻ると想

定」ということで、これが水位が下がるんじ

ゃなくて、かなり長いスパンが必要だという

ことで、その間地元の皆さんに、そういう浸

水被害、道路が使えない状態を受忍させるこ

とがいいのかという判断でございます。

○西岡勝成委員 今回の荒瀬ダムの、要する

に撤去凍結を蒲島知事が発表された大きな原

因は、県財政が非常にのっぴきならぬ状況に

あるということが主な原因なんですが、この

九電との基本契約で、私も、ちょっとこの前

も言いましたように、与党ＰＴのプロジェク

トチームの座長をしとったときに、一番の違

いは、設備更新、管理対策の、要するに総括

原価に含まれる費用71億円を九電が見るとい

うことですよね。

ところが、よくよく考えれば、九電も会社

ですよね。この原価を、結局九州の消費者が

払うのか。県財政は、一応負担はなくなるか

もしれぬけれども、一般消費者から見れば、

この分は最終的には――私も、うちの会社で

年間1,200万ぐらい電気料を使っていますけ

れども、そういうところに最終的には来るん

じゃないかと。すると、これが荒瀬ばかりじ

ゃなくて、九州管内に仮にこういう契約をし

た場合、九電としては相当な、要するに原価

負担を強いられるわけですけれども、今まで

にそういうことは九電としてやってきたんで

すか。

○中園総務経営課長 九電も、本県と同じよ

うに、電気料金を決定する場合は総括原価方

。 、 、式で決定しております ただ 九電の場合は

売り上げといいますか、費用は大体１兆2,00

0～3,000億ほどの規模でございます。私ども

は数億程度でございますし、九州４県も含め

て、その１兆4,000億ぐらいの中でとらえま

すと、非常に小さな額でございますので、電

気料金に反映するといいますか、消費者が負

担する額というのはごくごくわずかであると

いうふうに考えております。

○西岡勝成委員 荒瀬だけで70億ちょっとで

すね。すると……

○中園総務経営課長 荒瀬だけで７億の売り

上げです。

○西岡勝成委員 いやいや、要するに原価に

九電が……

○中園総務経営課長 71億。

○西岡勝成委員 だから、九州管内で仮にこ

の契約を実施した場合に、全体として相当な

やっぱり原価がかかってくるんじゃないかと

思うんですよね。

○中園総務経営課長 九州４県と言いました

けれども、福岡、大分、宮崎、熊本というこ

とでございますが、これだけの規模の大きな

改修というのは、ほかの県ではそんなに多く

はないと思うんですね。特に宮崎あたりは、

私どもの倍ほどの電気量を発電しております

けれども、その場合も、各年度にきちっと割

り振って建設改良等しておりますので、特に

私たちみたいな70数億もかけた改良というの

はそんなに多くはないというように見ており

ますので、一応私たちとしましては、その71

億につきましても、22年間をかけて回収する

という見込みでございますので、22年間で割
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り振っているというように考えております。

○西岡勝成委員 最終的には、少量であれ消

費者が負担していかざるを得ないということ

ですよね。そのことはやっぱりきちっと踏ま

えとかんと、ただ九電がその分はいいですよ

、 。と言うわけではないんですよね このことは

すると、結局、知事が最終判断をしようとさ

れている12月までに、このことが一番のポイ

ントでありますよね、九電が契約を締結する

のかせぬかということは。その辺の見込みは

大体立っているんですか。

○中園総務経営課長 九州４県と九電の間

で、基本契約の締結について、今交渉をして

おります。12月中には基本契約が締結される

見込みでございます。できれば、11月の下旬

までに九州４県と九電との間で合意ができれ

ばというふうに考えておりまして、現在鋭意

交渉中というところでございます。

○佐藤雅司委員長 12月中にはその見込みが

あるということですね。

○中園総務経営課長 はい。

○西岡勝成委員 じゃあ、仮にない場合は、

知事の判断もおくれるということですよね、

多分。それは……。

○上野企業局長 今、西岡先生が言われた部

分は、確かに心配なことでございましたけれ

ども、きのうの段階で九電さんからは、卸供

給契約といいますか、12月上旬には確定する

んですけれども、それについては大体その方

向で整理しているという回答をいただいてお

ります。

それは総括原価主義を採用するという方法

でございますので、我々がこの計算に使って

いる項目、これは大体今までの経験則からし

ますと、ほとんど対象になるというふうに考

えておりますので、おっしゃったような部分

については一応心配はしておりません。

○西岡勝成委員 もう１つ、４年前とこの辺

はどう違ってきたのかというのは、６ページ

の企業局全体としての、仮に撤去した場合、

10年間で28億円が不足する、これは撤去費用

もいろいろかかりますので、ふえてはきてい

ると思うんですけれども、仮に５年前の試算

でこれは出てきていたんですか。企業局全体

としての、要するに電気会計でこれだけの不

足が撤去した場合は出てきますよということ

はあっておりましたか。

○中園総務経営課長 ７ページでございます

か。

○西岡勝成委員 ああ７ページ、６たい。今

後10年間で約28億円不足するとなっています

けれども、これは、５年前、我々がしたとき

にも、こういう電気事業会計として、まあこ

れより数は少なく――撤去費用が少なかった

わけですから、少なかったんでしょうけれど

も、こういうマイナス部分の計算は成り立っ

ていたんですか。

○佐藤雅司委員長 ５年前の話ですが、中園

課長。

○中園総務経営課長 撤去を決めた14年当

時、あと６年間事業を継続すれば、撤去に要

する費用は十分賄えると、内部留保資金はた

まってくるということで判断しておりまし

て、そのとき撤去した場合でも、大体７億円

程度ですか、内部留保資金が残るというふう

に計算をしておりました。

この28億円につきましては、19億7,000万

円が入っておりますので、ちょっとふえてお

りますけれども、10年間で最高28億円不足す
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るというふうにＰＴの方では試算をしており

ます。

○西岡勝成委員 ５年前は、要するに７億円

余るという計算をしていたわけだな。

○中園総務経営課長 はい、そうでございま

す。

○西岡勝成委員 それと、もう１ついいです

か。

、 、この後の対策なんですが これは５ページ

残した場合の検討中の対策ですが「下流への

土砂の供給(自然流下を目的とした最適な排

砂対策の実施)」ということを書いてありま

すけれども、この辺は具体的にどうされよう

としているのか、どのぐらいの金額がかかっ

てくるのか。

○福原工務課長 下流への土砂供給の件でご

ざいますけれども、今現在は、堆砂について

は機械的な掘削を１～２月にかけて水位を下

げまして行っているところでございますけれ

ども、これを営々と続けるというわけにはち

ょっといきませんので、自然流下を目指した

いと。

やり方としましては、洪水のあるときにダ

ムの水位を下げまして、洪水をそれに当てて

土砂を洪水の力でもって流していくというよ

うなことを検討しようというふうに考えてお

ります。

途中の段階といたしましては、土砂をまず

流れやすいところに運んだりとかして、それ

に洪水を当てて流したり、最終的にはダムに

ある土砂に直接洪水を当ててダムから下流に

流していくと、フラッシングというような方

法を検討していきたいというふうに考えてい

ます。

○上野企業局長 今、工務課長が言ったのを

補足しますと、要するにダムがあったら、自

然流下というのはなかなか洪水が来ても土砂

は流れないから、上流部分にたまっていると

ころ、それから、ここは取るべきだなという

ところの土砂を水を落として取って、それは

当然工事費はかかりますけれども、それをダ

ム堰堤の上流部と下流部に野積みします。そ

れが梅雨時とか台風時期の洪水のときに八代

海の方に押し流してくれるという、そういう

方法をとるという意味でございます。

○西岡勝成委員 費用と、それによって自然

、 。流下じゃないんですよね どっちかというと

人工的な力が入っとる部分での違いが漁業あ

たりに影響しはせぬかという心配と、費用あ

たりでどのくらい見込まれているんですか。

○福原工務課長 下流への土砂供給の検討に

当たりましては、7,200万円を予定しており

ます。途中、先ほど局長の方から話がありま

した、ダムの直上流じゃなくてダムの下流の

方に置き土をする、もしくは砂れき関係を覆

砂に利用したりとか、公共事業に利用したり

と、そういうものをひっくるめて10年間で約

10億円ということを見込んでおります。

○藤川隆夫委員 球磨川のこの荒瀬ダムの付

近には、上流の方９キロぐらいに瀬戸石ダム

がありますよね。瀬戸石ダムと荒瀬ダムは、

いろいろ協調しながら水量の関係等もやって

いらっしゃると思います。その下には遥拝堰

がありますね、同じぐらいの距離に。そこか

らは、工業用水、農業用水あるいは水道水が

出ていますよね。荒瀬がなくなれば、当然水

位低下が起こるということで、八代市等々か

ら水位低下に対しての対策をということで来

ておりますよね。

現状は、荒瀬ダムは、一定発電ということ

で常に水を流しながら発電されていますね。

、 、瀬戸石の場合は ピーク時発電ということで
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昼間だけで、夜は水を流していませんよね。

ということで、荒瀬がなくなれば、当然水は

減ってきますよね。そうすると、瀬戸石の方

からの水を当てにしないと、農業用水等に回

らない可能性が出てきますよね。

そういった場合に、瀬戸石は電源開発がや

っていらっしゃいますので、それに対して、

当然向こうの発電量は落ちることになります

、 、し ちょっと触れられておりましたけれども

最下流のダムということになって、いろんな

措置もしなきゃいけなくなってきますし、発

電のシステム的なものも考えなきゃいけなく

なる。

、 、そういう意味において その民間会社から

まあうまく話がつけばいいんですけれども、

やはり一企業でありますから、県に対してい

ろんな意味で費用負担が求められてくるとい

う可能性はこれはあるのかないのか、その部

分をちょっと教えていただければと思いま

す。

○上野企業局長 今、藤川委員が言われまし

た部分については、100％ないというふうに

は思っていませんけれども、現在までのとこ

ろ、そういう正式なお話はございません。

ただ、昭和20年代に球磨川総合計画をつく

ったときに、おっしゃるように、荒瀬ダムが

まず通常の発電ダムだったと。そこが受け皿

になるから、おっしゃったように、ピーク発

電、それを電発が考えるというようにやりま

した。このときに、じゃあ双方の関係者でそ

ういうふうな取り決めがあったかというの

は、現在のところ、そこは証拠等も何もあり

ませんので確認できません。

今おっしゃった部分の不安要素について

は、電発さんとは、例えば下流への水をどう

いうふうに流すか、発電形態をどうするか、

そのあたりは撤去という決定をしてからずっ

と話し合いをしております。今回、もし撤去

という話になると、それがまた再燃して、そ

ういう手続部分についてはそういう形でやろ

うと思っています。

今おっしゃった民間企業の補償というか、

その部分については、今のところ私の方は、

そういう正式なお話もございませんし、当時

のそういう記録等もございませんので、お話

があったときは、それなりの対応をせざるを

得ぬのかなというふうに考えております。

○藤川隆夫委員 わかりました。

ということは、場合によっては撤去費用が

さらに膨らむというような話にも当然なって

くるわけですよね、話のなり方次第では。

○上野企業局長 そうですね。今おっしゃっ

たように、もしそういう要求があって、それ

が正当な要求であるということになれば、当

然撤去費が増加するという可能性はありま

す。ただ、現在のところ、そういう、何か目

立った何かがあるかというと、それはござい

ません。

○藤川隆夫委員 わかりました。

、 、○増永慎一郎委員 まず このＰＴの検証が

費用面では何カ所かしか出てきていないんで

すけれども、ほかの部分はほとんど一致して

いたわけなんですかね、もともとの企業局と

ＰＴの検証が。

○中園総務経営課長 はい、そのとおりでご

ざいます。

○増永慎一郎委員 何回ぐらいＰＴの会議と

いうのはあったんですか。

○中園総務経営課長 庁内ＰＴにつきまして

は、16名で構成をされておりますけれども、

これにつきましては、10月１日以来、これは

毎日……
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○増永慎一郎委員 毎日。

○中園総務経営課長 はい、土日を含めて作

業をしております。その上に６課長、室長会

議がございますけれども、これは正式には７

回ほど開いております。

○増永慎一郎委員 きょうはコスト面の変化

というのがものすごくいっぱい出されている

んですが、私、この前９月のときにも、やは

りコスト面的には撤去をした方が高くつくか

らというふうな説明で、存続という形の説明

だったと思うんですが、もうちょっと環境面

に関して話が出てきていいんじゃないかとい

うふうに思いました。

その辺の、何というか、調べというのが、

あんまりこれを見た限りではよくわかりませ

んし、今地元の方が撤去しろと言うのは、や

はり環境面に配慮してだというふうに私自身

が感じています。この前の川辺川と一緒にし

たらだめなんですけれども、川辺川ダムのと

きには一応環境に配慮したところでの話があ

っていましたので、その辺がちょっとどうし

ても何か納得がいかないなというのがござい

ます。

それと、水利権なんですけれども、この前

９月の委員会のときにもありましたが、水利

権の更新は漁協とかは大丈夫なんでしょう

か。

○佐藤雅司委員長 それはさっきちょっとあ

りましたが、いいですか。それでは那須荒瀬

ダム対策室長。

○那須荒瀬ダム対策室長 運輸局、球磨川漁

協等には、今誠意を持って交渉をしておりま

す。

○増永慎一郎委員 いや、先ほど九電の契約

はめどが立ったという話だったんですが、こ

れはやっぱり水利権をきちんと解決しないと

存続できないんじゃないかというふうに思い

まして、誠意を持って交渉をしているという

ふうな形だったら、何の説明にもなっていな

いと思うんですが。

○上野企業局長 じゃあ、私の方からいいで

すか。

私どもの方は、河川法上は、もし存続とい

うことになると、これは単純更新という判断

をしておりますので、法的には両漁協の同意

は要らないと思っております。

ただ、この問題は非常に複雑に絡んでおり

ますので、最終的には国交省さんが、河川管

理者、国家検証的判断をされますけれども、

事前に私も所長さんと話した段階では、単純

にそういう判断ができるかどうか、この案件

は非常に難しいと、だから、それについては

当然福岡の整備局、本省とも相談しながら、

水利権の更新の話があったら対応しますとい

うことなのです。そして、それと同時に、両

漁協さんとは丁寧にいろいろ説明をして話を

してくださいというところまでの話が出てい

ます。

○鎌田聡委員 今水利権の話が出たんですけ

、 、れども そもそも前回更新に同意されたのは

撤去するからということで７年間の更新に同

意されていたわけであって、そういった理由

で更新されたのを、また今度は何の同意もな

しに存続で更新をかけていくのは、これはも

う不可能な話であり、そしてまた、それはい

ろいろ信用関係を含めてかかわってきますの

で、そこは誠意を持ってと言われましたけれ

ども、非常に難しい壁、これは高くて分厚い

壁だと思いますが、見込みはあるんですか。

○上野企業局長 おっしゃるとおり、平成14

年に更新をいたしましたときには、45億しか
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ない留保金でございましたので、撤去費用を

獲得するために７年間の発電をやるというこ

とで両漁協さんにはお話ししました。そこで

同意文書が出ているというわけではないんで

すけれども、一応そういう説明をしたのは間

違いございません。

それを今回は、撤去するという段階でずっ

とやってきたんだけれども、工事の内容が、

非常に丁寧にやる必要があるとか、詳細な部

分を取り込むと非常に金がかかるということ

で、存続の方向で検討せざるを得ぬだろうと

いうふうになっております。ここについては

状況の変化があっておりますので、平成14年

当時は確かにそういうお話で漁協さんにお話

ししましたけれども、今の現況の県の状況あ

たりを話しながら、なぜこういうふうに費用

がふえて、こういう方向に検討せざるを得な

いかということについては、しっかり御説明

しながら御了解いただく努力をすると。鎌田

先生言われたように、非常に難しいかもしれ

、 、ませんけれども 努力をするということしか

今のところ我々の段階では言えないというの

が現状でございます。

○鎌田聡委員 難しく、これが更新ができな

ければ存続ができないわけですから、そこは

その辺の同意が取れた上で知事も判断しない

と、片や存続すると言ったわ、水利権更新で

きないわじゃいけないと思いますが。

○上野企業局長 それについては、先ほど増

永先生の質問にもお答えしましたとおり、法

的な部分から申し上げますと、漁協さんの同

意書がないと水利権の更新ができないかどう

かというのは、最終的には国交省さんが判断

されますけれども、私どもの感覚では、それ

は法的要件じゃないんだろうと解釈していま

す。

それについては、国交省さんとしっかり相

談しながら、国交省さんも、じゃあどういう

ふうにこの込み入った問題については対応す

るかということで、八代の事務所が上と相談

しながら、対応されると思っております。単

純に漁協の同意がないとだめだと、そういう

ふうになるとは判断しておりません。

○鎌田聡委員 同意がなくてもやるというこ

とになれば、またその後非常にいろいろな混

乱があると思いますので、そこはやっぱりな

いけれども突っ走るということじゃなくて、

そこはきちんと対応していっていただきたい

と思います。

ちょっと水利権の話とは今度はまた別に、

ちょっと時間がかかっていますのであれです

けれども、開門調査で、前回ゲートを開放し

っ放しでどうかという話をさせてもらいまし

た。撤去も、きょうの試算によりますと、今

、 、後の実質負担が68億円だとか 存続にしても

売電、総括原価で回収できるかどうか、私は

見きわめは難しいと思いますけれども、回収

できたとしても、やっぱり16億円の実質負担

が必要ということであれば、しばらくゲート

を開放しとって、この９ページの開門調査で

すか、こういったやり方をすべきじゃないか

なというふうに思うんですが、そういった場

合に、開門調査期間が６年間で、26億8,000

万円ですか、必要と出ていますけれども、実

際６年間のうち発電はする必要はないと思う

んですよね。発電をしなければ、その機器の

交換もすぐする必要はないので、４億5,000

万円あたりはこれから差っ引いていいと思い

ますし、この26億円には発電できないことに

よる減収の14億円も入っていますので、実質

そういったのを引けば、開門調査でゲート開

放だけでは環境調査費だけになってきますか

ら、大体７～８億円ぐらいで６年間できはし

ないかなというふうに思いますが、法的な整

理で、現行水利権の更新が開門調査の場合で

、 、も前提ということで 仮に発電をしなければ

ただ単に放置することは許されないというこ
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とが記載してありますけれども、これは本当

ですか。

○那須荒瀬ダム対策室長 これは、荒瀬ダム

に限りませず、通常の河川占用物すべてに河

川法が適用されますけれども、目的外の物件

を放置することは河川法上不可能となってお

ります。

○鎌田聡委員 目的外物……発電をしなけれ

ば、そこにダムを置いておくことはできない

ということですか、その構造物を。

○那須荒瀬ダム対策室長 はい、そのとおり

です。

○鎌田聡委員 北海道に幌内ダムというのが

あるんですけれども、ここはもともと発電用

ダムということでできたんですよね。ただ、

昭和48年に発電所が廃止されまして、ダムの

ゲートが撤去されて、現在砂防ダムとなって

いるということで、これはそのまま放置をさ

れているんですが、これは水利権を取ってあ

るんですかね。わかりますか。

○佐藤雅司委員長 幌内ダムのことはわかり

ますか。

○那須荒瀬ダム対策室長 これは調べました

ところ、砂防ダムと一般的に言われておりま

すが、実際は道の方で河川管理施設としてや

はり引き継いで、床固めとの用途で継続して

いるということです。

ただ、これにつきましても、もとが発電ダ

ムでありまして、国交省から、当初の位置づ

けと異なっているということで改修等を要望

され、今いろんな問題が発生して協議中と聞

いております。

○鎌田聡委員 これは、改修しろということ

で国交省は言っているということですか。

○那須荒瀬ダム対策室長 そうです。

道が引き継いだ床固めというのは、当初の

目的とちょっとやっぱり外れている面がござ

いまして、今の河川の基準にきっちり沿った

改修が必要という指摘を受けていると聞いて

おります。

○鎌田聡委員 これは、最近そういったふう

に発電が廃止されたわけじゃなくて、昭和48

年に廃止され、その後何年ですか、30年近く

ですか、放置をされてきて、何で今さらそう

いうことを言われんといかぬとかなというふ

うに思いますけれども、この辺ももう少しき

ちんと調べていただいて、その開門調査が本

当に法的にクリアが難しいのかどうかですよ

ね。

ここに、まだ協議が未了ということであっ

て、ＰＴの考え方について記載されておりま

すけれども、北海道でできてこっちでできな

いことはないというふうに思いますので、そ

ういったことも含めて、いずれにしろ存続も

撤去も金がかかるのであれば、しばらくの間

ゲートを開放して様子を見るというような選

択肢も必要だというふうに思いますけれど

も、もう少し詳細にこの辺は詰めていただき

たいなと思いますが。

○上野企業局長 北海道の部分は、確かにお

っしゃるように、随分前のことで、それが現

在の、例えば河川管理者、国交省さんは――

多分そこは国交省さんじゃないかもしれませ

んけれども、国交省さんは、今の法律に合っ

た形で是正指導を多分道にしているんだろう

と思っています。

球磨川の場合は、現在どうするかというこ

とでございますし、今回いただくのは発電用

の水利権でございます。開門調査のための水

利権ではございませんので、開門調査をする
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ために、６年なら６年間、発電をしなくてや

ることで許可がもらえるかというのは非常に

難しいという、そういうことで考えておりま

す。現在の河川法の許認可システムでは、先

生が言われた北海道のようなやり方は多分無

理だろうというふうに思っています。

○鎌田聡委員 発電をしないということじゃ

なくて、発電するかもしれぬということで、

そのための調査なんですね。そのための調査

ということで、それならば取れると思うんで

すけれども。

○上野企業局長 今おっしゃった部分につい

ては、少し検討をさせていただきたいと思っ

ております。県だけでは判断できない部分が

ございますので。

○佐藤雅司委員長 そこはいいですね。

ほかに。

○早田順一委員 きょう午前中に、知事にこ

の説明をされたということでお話がございま

、 、 。して どうだったでしょうか 知事の反応は

この資料と、今回、漁業組合とか地元とか、

いろんな声があるかと思いますけれども、そ

ういうものも含めて何か知事の反応はいかが

だったでしょうか。

○佐藤雅司委員長 非常に大事な点でござい

ますが、中園総務経営課長。

○中園総務経営課長 正式には、きょう午前

中に知事に報告をいたしました。

これまで知事等には、事あるごとにある程

度報告をしながらまとめてきております。知

、 、事の胸の内はわかりませんけれども 知事は

このＰＴ報告書あるいは先生方の意見とか、

いろいろ総合的に判断して存廃の判断を決め

られるというふうに思っております。

○佐藤雅司委員長 まだわからないと。

○早田順一委員 先ほど西岡先生からもあり

ましたけれども、12月のいつの時点かでは発

表されるということでありますけれども、そ

の辺はニュアンス的にはどうですか。いつご

ろというのは、何か言われたりとかはなかっ

たでしょうか。

○佐藤雅司委員長 時期の話ですが、中園総

務経営課長。

○中園総務経営課長 私の口からは何とも言

えませんけれども、12月までに知事が判断さ

れるということしかちょっと私としてもわか

りません。

○早田順一委員 先ほど西岡先生が言われた

ように、九電との契約によって影響をすると

考えとってよろしいんでしょうか。

○中園総務経営課長 それはないと思ってお

ります。

○早田順一委員 それと、これは考え方なん

でしょうけれども、例えば今回この資料を見

せていただくと、まあ前回の資料もそうなん

ですが、撤去よりも存続の方がメリットがあ

ると、この試算だけではですね。環境面はち

ょっとまだわからないように書いてあります

けれども、これが、例えば５年先、10年先、

県の財政がある程度持ち直して、多少余裕が

出てきたとなったときには、局長としてはど

のような考え――先のことでわかりませんけ

れども、どう思われますか。

○上野企業局長 今回、14年当時の結論を変

えたのは、あくまで県財政が非常に厳しいと

いう条件で検討し直したわけでございますの
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で、今早田委員が言われたように、例えば水

利権更新が現在の制度では30年、これから20

年に多分新しい法律で変わると思いますけれ

ども、じゃあ10年後、15年後、どういうふう

にするかということについては、私が今ここ

で断定はできませんけれども、単純に理屈か

ら言うと、今回は費用面で県財政が厳しいと

いうのがベースになっていますので、絶対15

年後、20年後、30年後かもしれませんけれど

も、そのときに同じような議論をしないかと

いうことは否定できません。結論はどちらか

というのはちょっとここじゃわかりませんけ

れども、議論するかもしれません。それは後

の世代の方々が判断していただく事柄だとい

うふうに思っておりますので。

○佐藤雅司委員長 早田委員、よろしゅうご

ざいますか、そこは。

○早田順一委員 はい。

○内野幸喜委員 この庁内ＰＴ報告、これを

もとに知事が恐らく判断を下す材料の一つと

するんだろうと思いますが、最終確認です。

この庁内ＰＴ報告というのは、これが最終報

告ということでよろしいんでしょうか。

○中園総務経営課長 そうです。最終報告で

ございます。

○佐藤雅司委員長 よろしゅうございます

か。

ほかにございませんでしょうか。

○溝口幸治副委員長 荒瀬ダムを撤去すれ

ば、八代海からよく球磨川に魚が戻ってくる

んだというような話をなさる方がいらっしゃ

って、そうなれば夢みたいなことで非常にい

いのかなという気もしますが、実際、荒瀬ダ

ムを撤去して八代海から魚が球磨川に戻って

くるという、その辺についての議論はＰＴの

中では何かされましたか。

○上野企業局長 その点について、多分議論

はしていないと思いますけれども、今委員が

言われた部分については、荒瀬がなくなると

球磨川の、例えば稚アユ等に影響がないかと

、 。 、いうと 影響はあると思っています 例えば

生息場所、産卵場所、そのあたりが距離が延

びますので、今までは遥拝から荒瀬までの区

間でございましたけれども、今度はその区間

が荒瀬から瀬戸石まで10キロ程度延びます。

だから、その間も生息場所、産卵場所になる

要素はございます。そういう面ではプラス効

果があるというふうに一般的には考えていま

すけれども、そこについて詳しく議論は多分

していないと思っています。

○溝口幸治副委員長 八代海から遡上してく

るという可能性は、やっぱり遥拝堰があるけ

。 。ん無理とですかね なかなか厳しいんですか

○上野企業局長 おっしゃるとおり、遥拝堰

がございますので、あそこの魚道も非常に上

がりにくい構造になっていまして、おっしゃ

るようになかなか上りません。したがって、

先ほど説明がありましたように、県の方で出

しております採捕といいますか、その費用を

もって漁協さんの方に委託をして、漁協さん

がすくい上げて瀬戸石より上流の方に放流し

ているという状況でございます。

○溝口幸治副委員長 わかりました。

○佐藤雅司委員長 きょうは漁業の関係はお

られませんが、そういう議論の中で、高山政

策室長、何かそういう議論が少しはあったん

ですかね。

○高山政策調整室長 ５ページに書いてあり
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ますように、撤去の際のＰＴにおける確認、

検証というふうにそこに書いてございますよ

うに、定量的に把握するということは困難だ

ろうということでございますけれども、長期

的に見れば、河口域あたりを中心に砂の供給

あたりがふえて、それによって河口域に良好

な干潟が形成されて、生育体系あたりに好影

響を与える可能性もありますよというような

形での検討はさせていただいております。

○溝口幸治副委員長 もういっちょよかです

か。

きょうせっかく財政課長がお見えでござい

ますので、今後の荒瀬ダム対策についての資

料１を見ると、撤去、存続で、撤去の場合、

一般会計からの資金投入が28億円必要だと、

存続の場合には、逆に一般会計へ約16億円の

寄与が可能だと。これだけ見ると、何かやっ

ぱり残した方がいいのかなという気がしてい

ますが、仮に撤去だと決めた場合に、この28

億円の一般会計からの負担、これは知事が判

断すりゃ財政課長がどこからか集めてこなん

と思いますが、財政課長から見て、この辺の

撤去と存続、どっちの方が今の県財政全般を

見据えて望ましいのか、財政課長としての、

ＰＴのメンバーとしてのお考えをお聞かせい

ただきたいと思います。

○田嶋財政課長 今の溝口先生の御質問です

が、今回のＰＴに財政課も入りましたのは、

やはり公営企業と一般会計との役割分担と

か、その責任をきちんと検証するという観点

が入っております。ですから、今回について

は、表現としては必要ということと可能とい

うことで整理はしています。

、 、これが 一般会計と公営企業の会計の中で

まずは望ましいかどうか、法的に一般会計と

公営企業会計はそれぞれ独立して運営してい

るということで、それぞれの資金供用とか剰

余金の処分については、それぞれの法に基づ

いてされるということが明記されております

ので、それぞれの会計で処理されるべきとい

うふうに考えております。

ただ、先ほど上野局長も御説明しましたよ

うに、財政が厳しいからできるとか、その前

に、公営企業としてきちんと運営できるかど

うかということの判断がまず大事だと思って

います。それ以上の判断については、今後、

撤去の場合、28億円の資金をどのようにして

、 、確保していくかという点については 判断後

財政再建計画とも整合させながら検討を行う

ことが必要というふうに考えております。

○溝口幸治副委員長 ということは、仮に企

業会計の中であと28億円がたまることができ

ると、そのときには、また企業会計の中で撤

去できるかできないか、その辺を検討できる

ということですよね。

○田嶋財政課長 この28億円の評価も、最終

的に積み上がっての28億円ですので、各単年

度の場合、28億円が一遍に発生するわけでは

ございません。例えば、今後４年間の財政を

見たときに、可能かどうかという話もござい

ますし、先ほど申しましたように、ほかの７

つのダムで回収が可能なら一般会計から貸し

付ければいいですけれども、それができなけ

れば、当然何らかの一般会計への負担という

ことで、やっぱり貸し付けができないという

状況になりますので、そこを踏まえた総合判

断が必要と思っています。

○溝口幸治副委員長 今回大きく考え方が変

わった点は、さっきの損益勘定留保資金です

か、いわゆる今までの説明では、ほかの、企

業局のいろいろな発電部門も合わせて処理を

していくんだというお考えでやってこられま

した。今回の場合は、いや、それぞれの発電

所の維持管理費というものはちゃんとキープ

した上でやっていくんだという、今までの企
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業局の説明とＰＴの考え方が大きく変わった

んですね。ここを、もう一回、しっかり説明

していただいてよろしいですか。なぜそうい

うふうに変わったのか。まあ、財政課長が入

られたので、よりその辺はきめ細やかに検討

されたんだろうと思いますので、その辺をし

っかりやっぱり説明をしとかないと、ここで

考えを変えたことが、いかにも何か存続あり

きというふうに、まあ私も何となくそんな感

じが当初説明を受けたときにしましたので、

ここをやっぱりしっかり説明をもう一回お願

いしたいと思います。

○佐藤雅司委員長 損益勘定計算書が入った

ことについて、田嶋財政課長。

○田嶋財政課長 当初の考え方がきちんとし

ているかどうかちょっとわかりませんけれど

も、当初撤去に向けた試算の中では、割と粗

っぽくというんですか、大体15億程度を７ダ

ムの運営に必要というような判断でした。た

だ、７ダムの根拠については、いわゆるフロ

ーというんですか、現金収支が大体15億ぐら

いなければ今後の他ダムの運営には影響があ

るだろうということで、まあ大まかには間違

っていないと思いますが、そこで今回の企業

会計の精査に当たって、やはりその一つ一つ

のダムを今後中長期的に運営していくために

は、公営企業法に基づいた、いわゆる減価償

却費というんですか、今後の更新に充てた費

用というものをきちんとダムごとに算出し

て、それはそのダムの経営のために必要だろ

うと。それ以外の剰余金、いわゆる利益とい

うんですか、それは当然撤去に対しても対応

可能だろうと、それをきちんと整理したとい

うことですね。大きくはそういうことだろう

と思います。

ただ、企業局自体は、そういう概念も含め

て、やはり経験則的に15億というものを出し

ておりましたが、一応法的整理も含めて、そ

れを再試算したということだと思っていま

す。

○溝口幸治副委員長 わかりました。

○早田順一委員 財政面も確かに大事でござ

います。それと、あと環境面なんですが、環

境面も十分にこれから検討をされてやってい

かないと、やっぱり県民の皆さんが納得をさ

れないんじゃないかというふうに思っていま

す。

それで、知事判断は12月ということであり

ますけれども、知事判断の前にそういった環

境面の内容というのを知事に示されるのかど

うか、その辺をお聞かせください。

○佐藤雅司委員長 環境面について、だれが

答えられますか。福原工務課長。

○福原工務課長 これまでも説明会等で説明

してきたところなんですけれども、発電所を

継続する場合の管理・環境対策については、

十分やっていくということで知事の方にも説

明しているところでございます。

○早田順一委員 ある程度具体的な内容が知

事に知らされないと、知事も判断ができない

んじゃないかというふうに思っておりますけ

れども、その点はいかがですか。

○福原工務課長 説明会で説明いたしました

管理・環境対策につきましては、内容、それ

から費用につきましても知事の方にきっちり

と説明しているところでございます。

○佐藤雅司委員長 ある程度ここの中に入っ

ています。

○早田順一委員 工事のそういう……
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○佐藤雅司委員長 水産業から何から。

○早田順一委員 いわゆる、この中での環境

面の対策までということですね。

○福原工務課長 現在知事の方にお示しして

いるのは、そのとおりでございます。

○内野幸喜委員 要するに、これが最終、最

後の報告になるということなわけですね、知

事に対しては。

○佐藤雅司委員長 先ほど確認したとおりで

す。

○内野幸喜委員 確認しました。

○佐藤雅司委員長 それでは、ほかにござい

ませんでしょうか。なければ、これで質疑を

終了いたします。

最後に、その他の項目でございますけれど

も、委員の先生から何かございませんでしょ

うか。

それでは、ないようでございますので、な

ければ以上で本日の議題は終了いたしまし

た。

本日は、説明をお聞きし、各委員からの御

意見がございました。今後は、12月議会の定

例会に向けて議論は移っていくということに

なりますけれども、委員会としても今後しっ

かり審議をしてまいりたいというふうに思っ

ておりますので、委員の皆様方には御協力を

よろしくお願い申し上げます。

それでは、以上をもちまして本日の委員会

を閉会いたします。

午後３時９分閉会

熊本県議会委員会条例第29条の規定により

ここに署名する

経済常任委員会委員長


